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ごみの分別・収集体制の
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ごみの分別・収集体制の
一部を変更します
ごみの分別・収集体制の
一部を変更します

令和4年2月から令和4年2月から令和4年2月から令和4年2月から

変更のポイント変更のポイント変更のポイント変更のポイント

　市では、効率的なごみ処理体制の構築に向け、老朽化が進むごみ処理施設の再編整備

を進めており、現在、素材別で搬入先が異なっている粗大ごみを一元処理するため、松戸

市清掃工場（六和クリーンセンター）跡地に（仮称）松戸市リサイクルプラザの建設を進めて

います。

　また、同施設稼働に向けて、ごみの分別区分や収集体制の一部を変更します。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、同施設の完成時期が変更となる可能性があり

ます。そのため、ごみの分別・収集体制の変更期日の詳細は、改めて広報まつど・市ホーム

ページ・新しい「ごみの分け方出し方」等でお知らせします。

分別区分分別区分分別区分分別区分
①「不燃ごみ」を週1回収集
②「資源ごみ」は一週間お
きに紙類・布類とビン類・
缶類を交互に収集

変更の詳細は2ページと3ページで説明します。

また、ごみの分別変更については、みなさんの生活に密接に関わっていることから、できる

限り早く知っていただき、スムーズに移行できるように、この時期にお知らせするものです。

①「陶磁器・ガラスなどのごみ」
等を「不燃ごみ」に変更

②「粗大ごみ」の一部を
　「不燃ごみ」に変更
③「燃やせるごみ」を
　「可燃ごみ」に名称変更

素材ごとに３つの施設に分かれ
ていた粗大ごみの処理を一元
化し、処理を効率化
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ごみの収集体制を一部変更しますごみの収集体制を一部変更しますごみの収集体制を一部変更しますごみの収集体制を一部変更します 粗大ごみから不燃ごみ

に変更となる品目

粗大ごみから不燃ごみ

に変更となる品目

粗大ごみから不燃ごみ

に変更となる品目

粗大ごみから不燃ごみ

に変更となる品目

リサイクル通信特別号　2020（令和2）年7月30日

現在のごみ分別区分 変更後のごみ分別区分

❷

　ごみ処理施設の整備と分別区分の変更に伴い、ごみの収集体制も一部変更

します。

　変更後の収集体制では、「資源ごみ」は１週間おきに紙類・布類とビン類・缶

類を交互に収集します。また、「不燃ごみ」は週１回、「資源ごみ」と「有害などの

ごみ」と同じ日に収集を行います。

　現在、「粗大ごみ」としている品目のうち、下

表に記載する7品目については「不燃ごみ」と

して集積所に出せるように変更します。

スプレー缶は「資源ご

み」ではなく「不燃ごみ」

に変更になるので注意

してね。

普通自転車も「不燃ご

み」に変更になるけど、

電動アシスト自転車の

場合は「粗大ごみ」にな

るよ。

変更ポイント❶変更ポイント❶変更ポイント❶変更ポイント❶
「陶磁器・ガラスなどのごみ」に「紙類・布類、ビン類・缶類以外の資源ごみ」

及び「粗大ごみの一部」を加え、「不燃ごみ」という名称にします

変更ポイント❷変更ポイント❷変更ポイント❷変更ポイント❷ 「粗大ごみ」の一部を「不燃ごみ」に変更し、集積所に出せるようにします

変更ポイント❸変更ポイント❸変更ポイント❸変更ポイント❸ 「燃やせるごみ」の名称を「可燃ごみ」にします ※内容に変更はありません。

燃やせるごみ

陶磁器・ガラス

などのごみ

リサイクルする

プラスチック

資源ごみ

有害などのごみ

ペットボトル

粗大ごみ

その他の
プラスチックなど
のごみ

生ごみ生ごみ 資源にならない紙類資源にならない紙類

陶磁器・ガラス製品陶磁器・ガラス製品

容器包装

プラスチック

容器包装

プラスチック

プラスチック製品
（30cm以上50ｃｍ未満のもの）
プラスチック製品

（30cm以上50ｃｍ未満のもの）

プラスチック製品
（30cm未満のもの）
プラスチック製品

（30cm未満のもの）

ビン類ビン類 缶類缶類

紙類紙類

乾電池乾電池

一辺の大きさが概ね
50ｃｍ以上のもの
一辺の大きさが概ね
50ｃｍ以上のもの

蛍光灯蛍光灯 水銀体温計水銀体温計

一部一部

使い捨てライター使い捨てライター 乾電池乾電池 蛍光灯蛍光灯 水銀体温計水銀体温計 使い捨てライター使い捨てライター

布類布類
金属製品類金属製品類 小型家電製品小型家電製品

スプレー缶スプレー缶 自転車自転車

スプレー缶スプレー缶金属製品類金属製品類 小型家電製品小型家電製品 普通自転車普通自転車

ゴム類・
合成皮革製品
ゴム類・
合成皮革製品

汚れが付着した
リサイクルするプラスチック
汚れが付着した
リサイクルするプラスチック

可燃ごみ可燃ごみ

不燃ごみ不燃ごみ

リサイクルする

プラスチック

資源ごみ

有害などのごみ

ペットボトル

粗大ごみ

その他の
プラスチックなど
のごみ

生ごみ生ごみ 資源にならない紙類資源にならない紙類

陶磁器・ガラス製品陶磁器・ガラス製品
プラスチック製品

（30cm以上50ｃｍ未満のもの）
プラスチック製品

（30cm以上50ｃｍ未満のもの）

プラスチック製品
（30cm未満のもの）
プラスチック製品

（30cm未満のもの）

ビン類ビン類 缶類缶類紙類紙類

一辺の大きさが概ね50ｃｍ以上のもの一辺の大きさが概ね50ｃｍ以上のもの

※電動アシスト自転車は粗大ごみ※電動アシスト自転車は粗大ごみ※電動アシスト自転車は粗大ごみ

布類布類

ゴム類・
合成皮革製品
ゴム類・
合成皮革製品

汚れが付着した
リサイクルするプラスチック
汚れが付着した
リサイクルするプラスチック

粗大ごみだった
ものの一部

（ページ下参照）

粗大ごみだった
ものの一部

（ページ下参照）

容器包装

プラスチック

容器包装

プラスチック

燃やせる
ごみ

燃やせる
ごみ

燃やせる
ごみ

リサイクル
する

プラスチック

その他の
プラスチック
などのごみ陶磁器・

ガラスなど
のごみ

資源ごみ

有害などのごみ

●曜日 ○曜日 ■曜日 ◎曜日▲曜日 △曜日

（月1回）

可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

不燃ごみ不燃ごみ

資源ごみ資源ごみ

リサイクル
する

プラスチック

その他の
プラスチック
などのごみ

有害などのごみ

●曜日 ○曜日 ■曜日 ◎曜日▲曜日 △曜日

紙類・布類 　　　　ビン類・缶類
（隔週）

現在の収集体制

変更後の収集体制

品目

風呂のふた

アイロン台

カーペット類

電子レンジ

衣装ケース類

座布団

クッション

畳んでまとめて

ひもで縛る

脚を畳む（たためない

もので50cm以上は粗大ごみ）

4.5畳まで

（畳んでひもで縛る）

50cm未満

80cm未満

（1回に1個まで）

80cm未満

80cm未満

ごみの出し方・条件

ごみの不法投棄、ポイ捨ては法律で禁止されています。きれいなまちづくりにご協力ください。

※記載している品目は例示です。対象品目の詳細は、新しい「ごみの分け方出し方」でお知らせします。※記載している品目は例示です。対象品目の詳細は、新しい「ごみの分け方出し方」でお知らせします。
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